
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス交通再整理方針（案） 

現在の体系 再整理後の体系 

第 6回地域公共交通協議会 

資料－３ 

■凡例 
「てぃーろーど」 

  北コース 

  南コース 

  東西コース 

健康福祉センター直行バス 

路線バス（西武バス） 

 
西武バス見直しルート 
→てぃーろーどとの重複を解消
し、より利用者が見込めるルー
トへの変更 

【再整理の考え方】 

・現行のてぃーろーどの利用者数が少ない区間については、車両を小型化することにより効率化を図るとともに、交通空白地域の解消

も含め、よりきめ細かいルートへの見直しを行う。 

・利用客の多い区間は、現行のバス 4台にて主要施設間の折り返し運転を行うとともに、増便を行う。 

・路線バス、てぃーろーど、健康福祉センターバスが重複するルートについては、重複を解消する。また、それに伴い路線バスについて

は、より利用客が見込めるルートへの変更を行う。 

・現行車両における運行（4台）

・折り返し運行による増便

・小型車両による運行（3台）

・交通空白地域の解消

・きめ細やかなルートへの見直し

駅、主要施設を

結ぶ折り返し運転 

重複解消 

車両小型化による

効率化 

きめ細かいルート

へ見直し 


